
戦没者等のご遺族の皆様へ

第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。平成30年4月2日までに、ご請求ください。

【問】香川県長寿社会対策課　☎(087）832-3265、さぬき市長寿障害福祉課　☎(0879）52-2516

【問】国保・健康課　☎(0879）52-2514

【問】長寿障害福祉課　重心医療担当
　　☎(0879）52-2516　FAX（0879）52-2990

【問】香川県東讃保健福祉事務所　保健対策課
　　精神保健福祉担当　☎(0879）29-8263

【問】さぬき市障害者虐待防止センター
　　（さぬき市福祉事務所　長寿障害福祉課内）　☎(0879）52-2516

請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

平成27年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受け
る方（戦没者の妻や父母等）がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
※なお、すでに請求手続きがお済みの方は、お手続きをいただく必要はありません。

国債名称　　第十回特別弔慰金国庫債券　い号
額　　面　　25万円（5年償還）

※請求の申請をされる方は、個人番号を提示していただく必要がありますので、個人番号カードもしくは通知カードと本人確認が
できる書類（免許証、保険証、年金手帳等）、印鑑をご持参ください。

■ 支給対象となる方

■ 支給内容
さぬき市福祉事務所長寿障害福祉課
さぬき市生活環境課、津田支所、大川支所、寒川支所

■ 請求申請および受付窓口

平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります
～ 70歳以上75歳未満の国保加入者の皆さまへ～

　全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られ
るよう、負担能力に応じたご負担をいただくため、平成29年8月から、70歳以上75歳未満の皆さまの高額療養
費の上限額が変わります。

※1 世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下
の場合も含む。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
注） ○75歳到達月は、上限額が２分の1となります。
 ○高額療養費支給該当者については、高額療養費申請のご案内を郵送でお送りします。
 ○適用区分Ⅰ・Ⅱの方はあらかじめ国保担当窓口に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓

口に提示することにより、窓口での一部負担金や入院時の食事代の軽減を受けることができます。

　ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支
払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費
制度とは

■70歳以上75歳未満の人の上限額（月ごと）

適　用　区　分
入院＋外来

（世帯単位）
外    来

（個人単位）

現役
並み

一般

住民税
非課税

課税所得
145万円以上の人

80,100円＋
(総医療費－267,000円)×１％
〈4回目から44,400円  ※2〉

課税所得　 （※1）
145万円未満の人

Ⅱ 住民税非課税世帯

Ⅰ 住民税非課税世帯
　（年金収入80万円
　以下など）

44,400円

24,600円

15,000円

44,400円

12,000円

8,000円

平成29年7月まで

入院＋外来
（世帯単位）

外    来
（個人単位）

80,100円＋
(総医療費－267,000円)×１％
〈4回目から44,400円  ※2〉

〈4回目から44,400円  ※2〉
57,600円

24,600円

15,000円

57,600円

14,000円

8,000円

平成29年8月から

年間上限
144,000円

障害者虐待を知っていますか？
　平成24年10月から障害者虐待防止法が施行されています。
　この法律では、家庭や施設、勤務先などで、障害者虐待を発見した人は、
行政機関などに速やかに通報することが義務付けられています。
　地域ぐるみでの早めの対応や支援が、虐待されている障害者や家族など
が抱える課題の解決につながります。

◇対象となる障害者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他、心身の機能障害により日
常生活や社会生活が困難で援助が必要な人（※障害者手帳を持っていな
い人、18歳未満の障害児も含みます。）

◇障害者虐待はこんなところで起こっています！
　家庭 障害者の生活の世話をしている家族、親族、同居人などによる虐待
　施設 障害者福祉施設、障害福祉サービスの事業所で働いている職員に

よる虐待
　職場 使用者（雇用主）や職員などによる虐待

◇どのようなことが虐待になるの？
　身体的虐待 殴る、蹴る、やけど・打撲させる、身体拘束（柱や椅子、ベッド

に縛りつける）、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める　など
　性的虐待 性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する、

わいせつな映像を見せる　など
　心理的虐待 怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱いする、侮辱する言葉を

浴びせる　など
　ネグレクト 食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、室内の

掃除をしない、排泄の介助をしない　など
　経済的虐待 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を

処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせ
ない　など

「もしかして、虐待かも？」そう思ったら、まずはご相談ください。
※休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。

重度心身障害者等医療費助成制度
受給資格の更新について

重度心身障害者等医療費助成制度の受給資格
は、受給対象者・配偶者・扶養義務者の所得額など
について審査を行った後、毎年8月1日付けで更新
します。

新しい受給資格者証は、7月末頃にお手もとに郵
送します。
※保 険 証（社 会 保 険・国 民 健 康 保 険 等）に 変 更 の

あった方は、届出が必要です。（保険証・印鑑を持
参してください。）

家族の学習会
内　容 こころの病は他の病気と同じように誰でもか

かりうる病気ですが、症状の特徴から家族が
不安に感じることがあります。こころの病にか
かわることを一緒に学んだり、お互いに悩みを
分かち合う場です。

日　時 平成29年8月20日（日）13:30～15:00
場　所 香川県大川合同庁舎2階会議室
 （さぬき市津田町津田930番地2）
テーマ 「一緒に学びませんか！
 こころの病気や治療のこと」
講　師 竜雲メンタルクリニック　院長 伊庭永二 先生
対象者 精神障害のある方に関わる家族
申　込 電話にて8月15日（火）までにお申し込みくだ
方　法 さい

さぬき市議会　会議結果の報告
　平成29年さぬき市議会第2回定例会が6月9日から6月23日までの15日間の日程で開かれました。
   定例会では、市長提出議案7件を承認・原案可決し、人事案件19件に同意されたほか、常任委員会、議会運営委員会などの委員が選任されました。

議決した議案等は次のとおり。
＜市長提出議案＞
・専決処分の承認について（平成29年度さぬき市建設残土処分場事

業特別会計補正予算（第1号））
・平成29年度さぬき市一般会計補正予算（第2号）について
・平成29年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）について
・さぬき市税条例の一部改正について
・さぬき市差別をなくし、人権を擁護する条例の全部改正について
・工事請負契約の変更について（平成28年度さぬき市デジタル防災

行政無線（同報系）整備工事）

・財産の取得について
・さぬき市農業委員会委員の任命について　18 件
（楠　豊氏、蓮池秋男氏、上野壽雄氏、蓮井セツ子氏、松岡浩二氏、
 稲田俊美氏、大塚ノブ子氏、岡村義弘氏、小川義洋氏、神野　太氏、
 佐藤恭一氏、芳竹和政氏、岩澤佳宣氏、寒川　巧氏、十河道夫氏、
 藤澤　明氏、松原俊幸氏、岩﨑治樹氏）

・さぬき市監査委員の選任について（間嶋三郎氏）

※「議案」および「議案に対する各議員の賛否」を市ホームページの「議会の記録」のページに掲載していますので、ご覧ください。

【問】議事課　☎（087）894-1120さぬき市議会 検索

総務
常任委員会
建設経済
常任委員会
教育民生
常任委員会
議会
運営委員会

江村信介（委員長）　大塩哲和（副委員長）
多田照雄　八木　弘　多田泰宏　谷木静雄　大村一彦
中村聖二（委員長）　　中澤　誠（副委員長）
間嶋三郎　川田礼子　岩﨑治樹　名倉　毅　六車十三日
大山博道（委員長）　鏡原光代（副委員長）
松原壯典　多田一明　髙嶋正朋　真部　茂　多田雄平
松原壯典（委員長）　多田雄平（副委員長）
多田照雄　大山博道　江村信介　中村聖二　真部　茂
六車十三日

大川広域行政組合議会議員

さぬき市・三木町山林組合議会議員

東かがわ市外一市一町組合議会議員

三木・長尾葬斎組合議会議員

香川県東部清掃施設組合議会議員
香川県後期高齢者医療広域連合議会議員

委員会構成 一部事務組合等議会議員（平成29年6月9日現在） （平成29年6月23日現在）
髙嶋正朋　八木　弘　多田泰宏
岩﨑治樹　江村信介
間嶋三郎　中村聖二　多田雄平
大塩哲和　中澤　誠
川田礼子　多田一明　名倉　毅
髙嶋正朋　江村信介　谷木静雄
真部　茂
髙嶋正朋　大村一彦　大山博道
松原壯典

1． 平成27年4月1日までに戦傷病者戦
没者遺族等援護法による弔慰金の受
給権を取得した方

2． 戦没者等の子

3． 戦没者等の①父母　②孫　③祖父母
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があった

ことなどの要件を満たしているかどうか
により、順番が入れ替わります。

支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
4． 左記1から3以外の戦没者等の三親等

内の親族（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上
の生計関係があった方に限ります。
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